
 

 

 

 

現在、旧西伊豆中学校校舎の解体工事を行っており

ます。工事車両の通行に伴い、道路を利用される方や周

辺地域にお住いの皆さまにはご迷惑をおかけしており

ます。周辺を通行する際には安全運転にご協力くださ

い。 

 
 

 

 

令和２年 11月に、急傾斜地崩壊危険区域に関する「都市計画法施行令の一部

を改正する政令」の閣議決定がされました。それに伴い、急傾斜地崩壊危険区域

を含んでいる小中一貫校建設予定地（旧西伊豆中と仁科小の跡地）に盛土をする

ことができなくなりました。 

加えて、建設予定地裏山に土砂災害特別警戒区域が指定される予定であり、建

設地自体の安全性が問われる状況となりました。 

そこで、様々な災害に対して総合的に判断し、安全な場所で教育活動を行うた

めに認定こども園舎と小中一貫校校舎を先川地区に一体的に計画したいと考え

ております。今後地権者や地域の皆さまのご理解とご協力を得て、具体的な計画

につなげていきたいと思います。 

保護者及び住民の皆さまにはご心配をおかけしますが、ご理解くださいます

ようお願いいたします。 

 

 

 

小中一貫校の建設に伴うプールについて、町や議員の方々も保護者の皆さま

同様、プールの必要性を感じておりました。一方、「事業費が増大することで、

町の財政を圧迫する心配がある」という不安の声もいただきました。 

そこで、町では事業費の増大を避けるため、プールの建設を行わない方向で考

えております。その代わりに、民間施設のプールを利用して、水泳の授業に支障

がないように検討していきたいと思います。 

 
第９号 令和３年１２月１5日 西伊豆町教育委員会 事務局 

旧 西 伊 豆 中 学 校 の 解 体 に つ い て 

小 中 一 貫 校 の 建 設 計 画 に つ い て 

小 中 一 貫 校 の プ ー ル 建 設 に つ い て 


